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１．本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

 

２．この冊子の前半部分は「日本債券ベア」の投資信託説明書（交付目論見書）であり、後半

部分は「日本債券ベア」の投資信託説明書（請求目論見書）です。 

 

３．「日本債券ベア」は、課税上は株式投資信託として取扱われます。 
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１．本文書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書のうち、同

法第15条第2項の規定に基づき投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交

付を行う目論見書です。 

 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「日本債券ベア」の募集については、委託

者は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成22年6月15日に関東財務局長

に提出しており、平成22年6月16日にその効力が生じております。 

 

３．「日本債券ベア」の募集にあたり、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、

同法第15条第3項に規定する投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家からご請求された場

合に交付されます。また、投資家が投資信託説明書（請求目論見書）の交付をご請求された

場合には、その旨をご自身で記録しておいてくださいますようお願い申し上げます。なお、

投資信託説明書（請求目論見書）の記載項目等については、投資信託説明書（交付目論見書）

本文の「第二部ファンド情報 第４ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。 

 

４．「日本債券ベア」は、課税上は株式投資信託として取扱われます。 

 

 

 

発 行 者 名： Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名： 代表取締役社長  荒尾  耿介 

本店の所在の場所： 東京都港区海岸一丁目2番3号 

 

届出の対象とした募集 

提出日：平成22年6月15日 

 

募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 ：日本債券ベア 

募集内国投資信託受益証券の金額 ：継続募集額 500億円を上限とします。 

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 ：該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 投資リスク 

「日本債券ベア」は、公社債など値動きのある有価証券に投資し、さらに、国債証券先物取引を

積極的に活用しますので基準価額は大きく変動します。したがいまして、投資元本が保証されて

いるものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じ

た利益および損失は、全て投資家に帰属します。 



 

 

 

下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込みされ

る投資家にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするもの

です。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内

容を十分にお読みください。 

記 
■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主にわが国の公社債および国債証券先物取引を投資対象とし

ており、組入公社債の値動き、公社債の発行者の信用状況の変化等、さらに

国債証券先物取引を積極的に活用することにより基準価額は大きく変動しま

すので、基準価額が下落し損失を被ることがあります。 

したがいまして、投資家の投資元本は保証されているものではなく、基準価額

の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「金利変

動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢３ 投資リスク｣をご覧ください。

■当ファンドに係る手数料等について 

◆申込手数料 

お買付価額に1.05％（税抜1.00％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じ

て得た額とします。 

※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。

◆換金（解約）手数料 

当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 

◆信託財産留保額 

当ファンドには信託財産留保額はありません。 

◆信託報酬 

純資産総額に年0.5565％（税抜0.53％）の率を乗じて得た額とします。 

◆監査報酬 

毎日287円（税抜274円）とします。 

◆その他の費用 

・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 

・先物取引・オプション取引等に要する費用 等 

その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料

率、上限額等を表示することができません。 
 

※当該手数料等の合計額については、投資家が当ファンドを保有される期間

等に応じて異なりますので、表示することができません。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「４ 手数料等及び税金」をご覧

ください。 
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目論見書の概要 

○本概要は有価証券届出書の第一部証券情報、第二部ファンド情報等を要約したものです。 

詳細は投資信託説明書（交付目論見書）本文の該当箇所をご参照ください。 

商 品 分 類 追加型投信／国内／債券／特殊型（ブル・ベア型） 

ファンドの目的 
わが国の長期債市場全体の値動きの 5 倍程度反対の投資成果を目標として運用

を行います。 

主 な 投 資 対 象 
①わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 

②有価証券先物取引等を行うことができます。 

主 な 投 資 制 限 株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の 30％以下とします。 

投 資 リ ス ク 

当ファンドは、公社債など値動きのある有価証券に投資し、さらに、国債証券先

物取引を積極的に活用しますので基準価額は大きく変動します。したがいまし

て、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等

も未確定の商品です。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、全

て投資家に帰属します。 

信 託 期 間 平成 28 年 3月 15 日まで 

決 算 日 毎年 3月 15 日（ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。） 

収 益 分 配 
毎決算時に、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 

ただし、必ず分配を行うものではありません。 

お 申 込 期 間 
平成 22 年 6月 16 日から平成 23 年 6月 15 日まで 

なお、期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

お買付および 
ご換金のお申込受付 

毎営業日お申込できます。 

お 買 付 単 位 
お申込になる販売会社により、お申込単位は異なります。 

投資信託説明書（交付目論見書）本文または販売会社でご確認ください。 

お 買 付 価 額 
（ 発 行 価 格 ） 

①販売会社がそれぞれ定める締切時間以前に受付けた場合 

･････取得申込日の基準価額 

②販売会社がそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合 

･････取得申込日の翌営業日の基準価額 

お 申 込 手 数 料 
販売会社が個別に定めます。 

有価証券届出書提出日現在の上限は、1.05％（税抜 1.00％）です。 

ご 換 金 価 額 
（ 解 約 価 額 ） 

①販売会社がそれぞれ定める締切時間以前に受付けた場合 

･････解約請求日の基準価額 

②販売会社がそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合 

･････解約請求日の翌営業日の基準価額 

信託財産留保額 ありません。 

信 託 報 酬 純資産総額に対し、年 0.5565％（税抜 0.53％）とします。 

○投資信託説明書（交付目論見書）本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクをご理解のうえ

お申込くださいますよう、お願い申し上げます。 
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ファンドの特色・投資リスク 
 

投資方針 
 

◇ 主としてわが国の短期公社債に投資するとともに、わが国の国債証券先物取引（長

期国債標準物）の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の 5倍程度になる

ように調整を行います。 

◇ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したものに限

ります。 
 

投資リスク 

当ファンドに生じた利益および損失は、全て投資家に帰属し、投資元本が保証されてい
るものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。 
当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。 

価格変動リスク 

 

金利変動リスク 

一般に、長期金利が低下すると国債証券先物の価格は上昇します

が、当ファンドは、長期債市場全体の値動きと反対の投資成果を

目指し国債証券先物の売建を行っているため、長期金利が低下す

ると基準価額が値下がりします。また、当ファンドが保有する公

社債、株式の価格下落等の場合には基準価額が値下がりし、その

結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 

信用リスク 

当ファンドは、公社債等の有価証券および金融商品に投資します。

一般に、有価証券の発行者、または金融商品の運用先に経営不振

もしくは債務不履行等が生じた場合、有価証券または金融商品等

の価格は下落し、もしくは価値が無くなることがあります。この

場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生

じる恐れがあります。 

流動性リスク 

解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てす

るために、通常よりも著しく低い価格での保有有価証券の売却を

余儀なくされる可能性があります。また、市場の混乱等のために、

市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価

格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合に

は、基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる

恐れがあります。 
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お申込の手引き 

 
 
 
 

お 申 込 時 期 
毎営業日お申込できます。 
お申込の受付時間は、販売会社がそれぞれ定める時間までとさせていただきます。

受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 

お 買 付 単 位 
お買付単位および取扱いコースは販売会社により異なります。 

詳しくは、販売会社ないしは委託会社（次頁の照会先）にお問い合わせください。

お 買 付 価 額 

①販売会社がそれぞれ定める締切時間以前に受付けた場合 
･････取得申込日の基準価額 

②販売会社がそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合 
･････取得申込日の翌営業日の基準価額 

お申込手数料 
販売会社が個別に定めます。 

有価証券届出書提出日現在の上限は、お申込金額の 1.05％（税抜 1.00％）です。

 
 
 
 
 

ご 換 金 時 期 

毎営業日、解約請求によりご換金いただけます。 
解約請求の受付時間は、販売会社がそれぞれ定める時間までとさせていただきま

す。受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 
買取請求の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。 

ご 換 金 単 位 
ご換金単位および取扱いコースは販売会社により異なります。 

詳しくは、販売会社ないしは委託会社（次頁の照会先）にお問い合わせください。

ご 換 金 価 額 

①販売会社がそれぞれ定める締切時間以前に受付けた場合 

･････解約請求日の基準価額 

②販売会社がそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合 

･････解約請求日の翌営業日の基準価額 

お支払開始日 解約代金のお支払は、原則として解約請求の受付日から起算して 4営

業日目以降となります。 
 
◇投資信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限があります。詳しくは販売会社

にお問い合わせください。 

お買付について 

ご換金について 
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分 配 時 期 
毎決算時（毎年 3月 15 日）に収益の分配を行います。 

ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。 

収益の分配は、約款に定める「収益分配方針」に基づいて行います。 

支 払 方 法 

◇一般コース（分配金受取） 
分配金は、原則として決算日から起算して 5営業日目までに支払いを開始

します。 

◇自動継続投資コース（分配金再投資） 
分配金は税引後、自動的に無手数料で再投資されます。 

※取扱コースは販売会社により異なります。 

お 手 取 り 額 
分配金から税金を差し引いた額です。 

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いの「特別分

配金」があります。 

 
 
 
 
 

信 託 期 間 

信託期間は平成 28 年 3 月 15 日までです。 

ただし、受益権総口数が 5 億口を下回る等、約款における信託終了に関する

定めに該当する場合には、信託を終了させる場合があります。 
また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められ

る場合には、信託期間を延長することがあります。 

 
 
 
 
 

基 準 価 額 販売会社またはＴ＆Ｄアセットマネジメントにお問い合わせいただければ、

お知らせいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪照会先≫ 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

電話番号 03-3434-5544（受付時間は営業日の午前9時～午後5時） 

インターネットホームページ   http://www.tdasset.co.jp/ 

分配金について 

基準価額について 

償還について 
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費用と税金 

 
 
 
 
時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 

お 申 込 時 申 込 手 数 料 お申込金額（注 1）に対して 上限 1.05％（税抜 1.0％）

平成 23 年 12 月 31 日まで 

収 益 分 配 時 普通分配金に対して 10％源泉徴収税 確定申告不要（注 2） 

ご換金時（解約請求） 
お よ び 償 還 時 

解約時および償還時
の 差 益 （ 譲 渡 益 ） 申告分離課税 

譲渡益に対し、譲渡所得として
10％の申告分離課税（注 3） 

平成 24 年 1 月 1 日以降 

収 益 分 配 時 普通分配金に対して 20％源泉徴収税 確定申告不要（注 2） 

ご換金時（解約請求） 
お よ び 償 還 時 

解約時および償還時
の 差 益 （ 譲 渡 益 ） 申告分離課税 

譲渡益に対し、譲渡所得として
20％の申告分離課税（注 3） 

※上記は、個人の受益者に対する税金の概略を記載しております。詳しくは、本文をご参照ください。 

（注 1）お申込金額とは「発行価格×お申込口数」をいいます。 
（注 2）確定申告による申告分離課税または総合課税の選択も可能。 
（注 3）特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能（確定申告義務なし。）。 

◇税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。 
 
 
 
  

時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 

総 額 純資産総額に対し
年 0.5565％ 

（税抜 0.53％） 

委 託 会 社  年 0.27825％ 

（税抜 0.265％） 

販 売 会 社  年 0.23625％ 

（税抜 0.225％） 

毎 日 信 託 報 酬 
（内 訳） 

受 託 会 社  年  0.042％ 

（税抜 0.04％） 

◇当ファンドの財務諸表の監査に要する費用（税込）を投資信託財産でご負担いただきます。 
◇その他証券取引に伴う手数料等を、投資信託財産でご負担いただきます。 
 
 

直接ご負担いただく費用・税金 

投資信託財産で間接的にご負担いただく（投資信託財産が支払う）費用・税金
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第一部【証券情報】 
 

（１）【ファンドの名称】 

日本債券ベア 

（以下「当ファンド」といいます。） 

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

当ファンドは、格付を取得していません。 

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定

の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および

当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を

含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり

ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といい

ます。）。委託者（以下「委託会社」ということがあります。）であるＴ＆Ｄアセットマネジメン

ト株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行

しません。 
 

（３）【発行（売出）価額の総額】 

500億円を上限とします。 

 

（４）【発行（売出）価格】 

発行価格はお申込受付時間により異なります。 

 

①委託会社の指定する販売会社（委託会社を含め、委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項

に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項

に規定する登録金融機関をいいます。）が、取得申込をそれぞれ定める締切時間以前に受付けた

場合は、取得申込日の基準価額※が発行価格となります。 

 

②販売会社が、取得申込をそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合は、取得申込日の翌営業

日の基準価額が発行価格となります。 

※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と

いいます。）を、その時の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます（た

だし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。）。 

 

基準価額につきましては、販売会社ないしは下記にお問い合わせください。 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

電話番号  03-3434-5544（受付時間は営業日の午前9時～午後5時） 

インターネットホームページ         http://www.tdasset.co.jp/ 

 

（５）【申込手数料】 

申込手数料（1口当たり）は、申込金額（発行価格に申込口数を乗じて得た金額をいいます。）もし

くは申込口数に応じ、販売会社が個別に定める率（有価証券届出書提出日現在の上限は1.05％（税

抜1.00％）です。）を、発行価格に乗じて得た額とします。なお、自動継続投資コースを選択され

た際における収益分配金を再投資する場合の手数料は無手数料とします。 

申込手数料につきましては、販売会社ないしは前述の「（４）発行（売出）価格」の照会先までお

問い合わせください。 

 

（６）【申込単位】 

収益分配金の受取方法により、申込には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、

収益分配金が税引後無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。申込単位および

取扱いコースは販売会社により異なります。 
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（７）【申込期間】 

平成22年6月16日から平成23年6月15日まで 

なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

（８）【申込取扱場所】 

申込取扱場所（販売会社）につきましては、前述の「（４）発行（売出）価格」の照会先までお問

い合わせください。 

 

（９）【払込期日】 

当ファンドの受益権の取得申込者は申込代金（申込金額に申込手数料（税込）を加算した額をいい

ます。）を販売会社に支払うものとします。払込期日につきましては、販売会社にお問い合わせく

ださい。 

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する

口座を経由して、受託者（以下「受託会社」ということがあります。）の指定する当ファンド口座

に払い込まれます。 

 

（１０）【払込取扱場所】 

払込取扱場所は申込取扱場所（販売会社）と同様です。お問い合わせにつきましては、前述の

「（４）発行（売出）価格」の照会先をご参照ください。 

 

（１１）【振替機関に関する事項】 

当ファンドの振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

（１２）【その他】 

①日本以外の地域における発行はありません。 

 

②振替受益権について 

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述の「(１１)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。 

当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述の「(１１)振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
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第二部【ファンド情報】 

 

第１【ファンドの状況】 
 

１【ファンドの性格】 
 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

①ファンドの目的 

当ファンドは、有価証券を組入れつつ、債券先物取引を積極的に活用し、わが国の長期債市場全体

の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行います。 

 

②ファンドの基本的性格 

当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。 

 

＜商品分類表＞ 

単位型・追加型 投資対象地域 
投資対象資産 

（収益の源泉） 
補足分類 

 

 

 

単位型投信 

 

 

 

追加型投信 

 

 

 

国  内 

 

 

海  外 

 

 

内  外 

 

株  式 

 

債  券 

 

不動産投信 

 

その他資産 

（    ） 

 

資産複合 

 

 

 

 

インデックス型 

 

 

 

特 殊 型 

（ブル・ベア型） 

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

 

追加型投信 

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用され

るファンドをいいます。 

国内 

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源

泉とする旨の記載があるものをいいます。 

債券 

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とす

る旨の記載があるものをいいます。 

特殊型（ブル・ベア型） 

目論見書または投資信託約款において、投資家に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊

な仕組みあるいは運用手法の記載があり、属性区分の特殊型において、ブル・ベア型に分類される

ものをいいます。 
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＜属性区分表＞ 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 特殊型 

株式 

 一般 

 大型株 

 中小型株 

 

債券 

 一般 

 公債 

 社債 

 その他債券 

クレジット属性（  ） 

 

不動産投信 

 

その他資産 

（国債証券先物取引） 

 

資産複合（   ） 

 資産配分固定型 

 資産配分変更型 

 

 

年1回 

 

年2回 

 

年4回 

 

年6回 

（隔月） 

 

年12回 

（毎月） 

 

日々 

 

その他 

（  ） 

 

グローバル 

 

日本 

 

北米 

 

欧州 

 

アジア 

 

オセアニア 

 

中南米 

 

アフリカ 

 

中近東 

（中東） 

 

エマージング 

 

 

 

ブル・ベア型 

 

 

 

条件付運用型 

 

 

 

ロング・ショート型／ 

絶対収益追求型 

 

 

 

その他（  ） 

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 

 

その他資産（国債証券先物取引） 

目論見書または投資信託約款において、主として国債証券先物取引に投資する旨の記載があるもの

をいいます。 

年1回 

目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 

日本 

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記

載があるものをいいます。 

ブル・ベア型 

目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うと

ともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆連動を含む。）を目指

す旨の記載があるものをいいます。 

 

※上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき掲載しています。 

商品分類・属性区分のうち網掛け表示のない項目につきましては、社団法人投資信託協会のホーム

ページ（http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照ください。 

 

③ファンドの特色 

ａ．主としてわが国の短期公社債に投資するとともに、わが国の国債証券先物取引（長期国債標準

物※）の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を行いま

す。 

通常、公社債の価格は金利が低下した場合上昇し、金利が上昇した場合下落しますが、当ファ

ンドの基準価額は長期債金利が上昇すると上昇し、長期債金利が低下すると下落します。 

※国債証券先物取引（長期国債標準物）は、長期国債標準物を対象とした先物取引（以下「長

期国債先物取引」という場合があります。）で、東京証券取引所で取引されます。長期国債

標準物は額面100円、利率年6％、残存期限10年の架空の債券であり、長期国債市場全体の動

きを反映する先物取引といえます。 
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ｂ．日々の基準価額変動について 

次のような要因により運用目標としている投資成果を得られない場合があります。 

・長期債市場全体の動きと長期国債先物取引の値動きが一致しない場合 

・追加設定、解約に対応した長期国債先物取引の約定価格と終値の差 

・信託報酬、売買委託手数料等の負担 

・先物市場の流動性が低下した場合の売買対応の影響 

・追加設定、解約による運用資産の変動。追加設定、解約はお申込受付日の翌営業日に行いま

すが、設定金額と解約金額の差額分に対しては、原則として当日中に長期国債先物取引を行

うものとします。したがいまして、追加設定が多い場合には5倍を上回り、解約が多い場合

には5倍を下回ることとなります。 

 

ｃ．保有期間中の投資成果について 

・当ファンドは日々の基準価額の変動が、長期債市場全体の値動きの5倍程度反対となること

を目指すものであり、投資家ごとの保有期間中の投資成果が5倍程度反対になるとは限りま

せん。仮に基準価額が日々正確に5倍反対の動きをした場合でも、2日以上離れた日の比較に

おいては、5倍反対の投資成果とはなりません。 

・国債証券先物取引の値動きが上昇下落を繰り返す場合と、一方向に動く場合とでは、国債証

券先物取引の価格が最終的に同じであったとしても、投資成果は異なります。 

・国債証券先物価格は長期金利と短期金利の差（以下「長短金利差」といいます。）の影響を

受けます。一般に、長期金利が短期金利よりも高い場合、国債証券先物価格は時間の経過と

ともに長短金利差に相当する分だけ上昇し、長期金利が短期金利よりも低い場合、長短金利

差に相当する分だけ下落します。したがいまして、金利変動がない場合においても上記要因

により基準価額は変動する場合があります。 

 

④信託金の限度額は500億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで

きます。 

 

（２）【ファンドの仕組み】 

①ファンド運営の仕組み図 

 

 

収益分配金 

・償還金等 

お申込金 
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損益 収益分配金
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②委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割 

（委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。） 

ａ．委託会社 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

委託会社は、投資信託約款（投資信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。 

(1) 投資信託約款の届出 

(2) 投資信託財産の運用指図 

(3) 投資信託財産の計算（毎日の基準価額の計算） 

(4) 目論見書および運用報告書の作成等 

委託会社は、これらの業務に対する報酬として、信託報酬の一部を受け取ります。 

ｂ．受託会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

受託会社は、投資信託約款（投資信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。 

(1) 投資信託財産の保管・管理・計算 

(2) 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分等 

なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができま

す。 

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 

当ファンドの受託会社として投資信託財産の保管・管理業務等を行います。 

受託会社は、これらの業務に対する報酬として、信託報酬の一部を受け取ります。 

ｃ．販売会社 

販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約書」（別の名称

で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。 

(1) 受益権の募集・販売の取扱い 

(2) 受益権の一部解約請求の取扱い 

(3) 一部解約金、収益分配金および償還金の支払の取扱い 

(4) 目論見書、運用報告書の交付等 

販売会社は、これらの業務に対する報酬として、委託会社が受け取る信託報酬の一部を受け取

ります。 

 

③委託会社の概況 

ａ．資本金 

平成22年3月末日現在   11億円 

ｂ．会社の沿革 

昭和55年12月19日  第一投信株式会社設立 

          同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得 

平成9年12月1日    社名を長期信用投信株式会社に変更 

平成11年2月25日   大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る 

平成11年4月1日    社名を大同ライフ投信株式会社に変更 

平成14年1月24日   投資顧問業者の登録 

平成14年6月11日   投資一任契約に係る業務の認可 

平成14年7月1日    ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、 

           ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更 

平成18年8月28日   社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更 

平成19年3月30日   株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる 

平成19年9月30日   金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、 

           投資助言・代理業、投資運用業の登録 

ｃ．大株主の状況 

平成22年3月末日現在

株主名 住所 所有株数 所有比率

株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 東京都港区海岸一丁目2番3号 1,082,500株 100.00％
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２【投資方針】 
 

（１）【投資方針】 

①基本方針 

当ファンドは、有価証券を組入れつつ、債券先物取引を積極的に活用し、わが国の長期債市場全体

の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行います。 

 

②投資態度 

主としてわが国の短期公社債に投資するとともに、わが国の国債証券先物取引（長期国債標準物）

の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を行います。 

株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項

第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ

れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの新株予約権に限ります。）の行使に

より取得したものに限ります。 

 

（２）【投資対象】 

①わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 

②有価証券先物取引を行うことができます。 

詳しくは当ファンドの投資信託約款第19条をご参照ください。 

 

（３）【運用体制】 

委託会社の運用体制は以下の通りです。 

ファンド・マネージャー
・運用の指図

投資政策委員会
（原則月1回、構成委員5名程度）
・投資環境見通しの決定
・基本運用方針の決定

運用審査委員会
（原則月1回、構成委員5名程度）
・運用実績の審査

業務管理部（10名程度）
・運用実績の分析および評価
・運用リスク管理

トレーディング部（15名程度）
・売買発注
・売買の執行管理
・売買内容のチェック

発注指図・売買確認

コンプライアンス委員会
（原則月1回、構成委員10名程度）

取 締 役 会

審査

検査

検査

報告

報告

報告

法務・コンプライアンス部
（10名程度）
・法令、約款等、運用諸規則に

照らした適正性の検査

基本運用方針

各運用部長
・月次運用計画の決定

運用計画

ファンド・マネージャー
・運用の指図

投資政策委員会
（原則月1回、構成委員5名程度）
・投資環境見通しの決定
・基本運用方針の決定

運用審査委員会
（原則月1回、構成委員5名程度）
・運用実績の審査

業務管理部（10名程度）
・運用実績の分析および評価
・運用リスク管理

トレーディング部（15名程度）
・売買発注
・売買の執行管理
・売買内容のチェック

発注指図・売買確認

コンプライアンス委員会
（原則月1回、構成委員10名程度）

取 締 役 会

審査

検査

検査

報告

報告

報告

法務・コンプライアンス部
（10名程度）
・法令、約款等、運用諸規則に

照らした適正性の検査

基本運用方針

各運用部長
・月次運用計画の決定

運用計画

 

 
 

個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、

各運用部長の決定を経て実施されます。 
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受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書

を定期的に受け取っています。 

 

委託会社の運用体制等は平成22年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

（４）【分配方針】 

毎決算時（毎年3月15日。ただし、該当日が休業日のときは翌営業日とします。）に、原則として以

下の方針に基づき、収益の分配を行います。 

 

①分配対象額は、配当等収益と売買益等の全額から諸経費を控除した額とします。 

 

②収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額の水準・市況動向・残存信託期間等

を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 

 

③収益分配に充てず、投資信託財産に留保した利益については運用の基本方針にしたがって運用を行

います。 

 

④分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名

義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし

て決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。 

自動継続投資コースをお申込の場合、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により

増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

※配当等収益とは、配当金・利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、

信託報酬（税込）を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。ただし、次期以降

の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、信託報酬（税込）を控除し、繰

越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができま

す。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

※毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

 

（５）【投資制限】 

①当ファンドの投資信託約款に基づく投資制限 

ａ．株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。（運用の基本方針、約款第

19条第4項） 

ｂ．投資する株式等の範囲（約款第21条） 

ｃ．同一銘柄の株式等への投資制限（約款第22条） 

ｄ．先物取引等の運用指図（約款第23条） 

ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資制限（約款第25条） 

詳しくは当ファンドの投資信託約款をご参照ください。 

 

②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限 

ａ．委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指

標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定

めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合に

おいて、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に

係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図

しないものとします。 

ｂ．委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者

指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に

係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を投

資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。 
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３【投資リスク】 
 

（１）当ファンドのもつリスクの特性 

当ファンドは、公社債など値動きのある有価証券に投資し、さらに、国債証券先物取引を積極的に活

用しますので基準価額は大きく変動します。したがいまして、当ファンドは投資元本（投資家が当フ

ァンドの取得時に支払う受渡金額の総額をいいます。）が保証されているものではありません。収益

や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なります。当ファンド

は預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で当ファン

ドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。当ファンドの投資信託財産に

生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 

当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。 

 

①価格変動リスク・金利変動リスク 

一般に、長期金利が低下すると国債証券先物の価格は上昇しますが、当ファンドは、長期債市場全

体の値動きと反対の投資成果を目指し国債証券先物の売建を行っているため、長期金利が低下する

と基準価額が値下がりします。また、当ファンドが保有する公社債、株式の価格下落等の場合には

基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 

 

②信用リスク 

当ファンドは、公社債等の有価証券および金融商品に投資します。一般に、有価証券の発行者、ま

たは金融商品の運用先に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、有価証券または金融商品等

の価格は下落し、もしくは価値が無くなることがあります。この場合には基準価額が値下がりし、

その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 

 

③流動性リスク 

解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てするために、通常よりも著しく低い

価格での保有有価証券の売却を余儀なくされる可能性があります。また、市場の混乱等のために、

市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能

性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐

れがあります。 

 

前述のほか、投資家が当ファンドの取得時に支払う所定の申込手数料、当ファンドの投資信託財産か

ら支弁する信託報酬および証券取引に伴う手数料等の管理費用も、投資家が支払った投資元本に欠損

を生じる要因となります。 

 

（２）投資リスクに対する管理体制 

委託会社の投資リスクに対する管理体制は以下の通りです。 

 

前述の「２投資方針（３）運用体制」を定めた社内規定において、市場関連リスク（金利変動リスク

等）、信用リスク、流動性リスク等の投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても

併せ定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなってい

ます。 

・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および

運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境お

よび市況の著しい変化等に対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による

審議・決定を踏まえて、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。 

・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等フ

ァンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績

の改善のサポートを行っています。 

・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則に照らした適正性の検査を行い、コン

プライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。 
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投資リスクに対する管理体制は平成22年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

 

４【手数料等及び税金】 
 

（１）【申込手数料】 

申込手数料（1口当たり）は、申込金額もしくは申込口数に応じ、販売会社が個別に定める率（有価

証券届出書提出日現在の上限は1.05％（税抜1.00％）です。）を、発行価格に乗じて得た額とします。

なお、自動継続投資コースを選択された際における収益分配金を再投資する場合の手数料は無手数料

とします。申込手数料につきましては、販売会社ないしは下記にお問い合わせください。 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

電話番号  03-3434-5544（受付時間は営業日の午前9時～午後5時） 

インターネットホームページ        http://www.tdasset.co.jp/ 

 

（２）【換金（解約）手数料】 

換金手数料はありません。 

 

（３）【信託報酬等】 

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に

年0.5565％（税抜0.53％）の率を乗じて得た額とします。 

信託報酬の配分については以下の通りとします。 

委託会社      年 0.27825％（税抜0.265％） 

受託会社      年 0.042％  （税抜0.04％） 

販売会社      年 0.23625％（税抜0.225％） 

上記の信託報酬の総額（税込）は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託

終了のとき投資信託財産中から支弁します。 

 

（４）【その他の手数料等】 

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利

息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 

 

②投資信託財産の財務諸表にかかる監査報酬（税込）は、計算期間を通じて毎日287円（税抜274円）

とし、信託報酬支弁のとき投資信託財産中から支弁します。 

 

投資政策委員会による基本運用方針の審議・決定、 

各運用部長による月次運用計画の審議・決定

ファンド・マネージャー、トレーディング部による運用指図とその執行 

業務管理部による運用リスク管理、 

運用実績の分析および評価と運用審査委員会への報告

法務・コンプライアンス部による検査
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③証券取引に伴う手数料、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（税込）

等は、投資信託財産が負担します。この他先物取引・オプション取引等に要する費用についても投

資信託財産が負担します。 

 

上記①、③のその他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

限額等を示すことができません。 

 

※当該手数料等の合計額については、投資家が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますの

で、表示することができません。 

 

（５）【課税上の取扱い】 

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。 

①個人の受益者に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、平成23年12月31日までは10％

（所得税7％および地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％（所得税15％および地方税5％）の税

率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総

合課税を選択することもできます。 

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、平成23年12月31日までは

10％（所得税7％および地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％（所得税15％および地方税5％）

の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を利用した場

合は、原則として確定申告は不要です。 

なお、一部解約時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。 

 

②法人の受益者に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に

ついては、平成23年12月31日までは7％（所得税7％）、平成24年1月1日以降は15％（所得税15％）

の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴収はありません。）。 

 

◆個別元本について 

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別

元本にあたります。 

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う

つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算

出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該

支店毎に、「一般コース」と「自動継続投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個

別元本の算出が行われる場合があります。 

受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控

除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◆収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特

別分配金（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）」の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同

額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配

金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ

の下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分

配金となります。 

 

※税法が改正された場合等には、前述の内容が変更になることがあります。 

※税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 
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 ５【運用状況】 
 

（１）【投資状況】 

資産の種類別、地域別の投資状況 

（平成22年4月30日現在） 

資産の種類 国名 時価合計（百万円） 投資比率（％） 

国債証券 日本 1,299 61.78 

コール・ローン、その他の資産（負債差引後） 日本 805 38.22 

合計（純資産総額） － 2,104 100.00 

（注）1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。） 

2 債券先物取引を売建ており、その時価は、10,755百万円となっております。 

 

（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

ａ．評価額上位銘柄（全銘柄） 

（平成22年4月30日現在）

国名 種類 銘  柄  名 券面総額（円）
簿価単価（円）

簿価金額（円）

時価単価（円）

時価金額（円）

投資 

比率 

（％）

ｸｰﾎﾟﾝ 

（％）
償還日

1 日本 国債証券 第92回国庫短期証券 1,000,000,000
99.96

999,558,632

99.95 

999,558,632 
47.52 － H22.9.10

2 日本 国債証券 第78回国庫短期証券 300,000,000
99.98

299,930,841

99.97 

299,930,841 
14.26 － H22.7.9

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。 
 

ｂ．投資有価証券の種類別比率 

（平成22年4月30日現在）

種類 投 資 比 率（％） 

国債証券 61.78 

合計 61.78 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

同ファンドは、平成22年4月30日現在、下記の先物取引を行っております（オフバランス）。 

債券関連 

（単位：円）

 
区  分 種  類 契  約  額  等

うち1年超
時  価 評価損益 

先物取引  

売  建  市場取引 

債券先物取引 10,696,974,550 － 10,755,360,000 △58,466,300

合  計 10,696,974,550 － 10,755,360,000 △58,466,300



－  － 
 

 

13

 

 

 

（注）時価の算定方法 

債券先物取引の時価については、東京証券取引所における平成22年4月30日の清算値段又は証拠金

算定基準値段で評価しております。 

 

（３）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

平成22年4月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通

りです。 

 

純資産総額 

（分配落） 

（単位:百万円）

純資産総額 

（分配付） 

（単位:百万円）

1口当たりの 

純資産額 

（分配落） 

（単位:円） 

1口当たりの 

純資産額 

（分配付） 

（単位:円） 

第5期 計算期間 

（平成13年3月15日現在） 
326 326 1,799 1,799 

第6期 計算期間 

（平成14年3月15日現在） 
821 821 1,701 1,701 

第7期 計算期間 

（平成15年3月17日現在） 
570 570 0.1236 0.1236 

第8期 計算期間 

（平成16年3月15日現在） 
1,807 1,807 0.1236 0.1236 

第9期 計算期間 

（平成17年3月15日現在） 
3,463 3,463 0.1103 0.1103 

第10期 計算期間 

（平成18年3月15日現在） 
5,204 5,204 0.1149 0.1149 

第11期 計算期間 

（平成19年3月15日現在） 
5,377 5,377 0.0945 0.0945 

第12期 計算期間 

（平成20年3月17日現在） 
2,590 2,590 0.0697 0.0697 

第13期 計算期間 

（平成21年3月16日現在） 
1,385 1,385 0.0719 0.0719 

平成21年4月末日 1,459 － 0.0768 － 

平成21年5月末日 1,485 － 0.0784 － 

平成21年6月末日 1,357 － 0.0717 － 

平成21年7月末日 1,387 － 0.0716 － 

平成21年8月末日 1,436 － 0.0689 － 

平成21年9月末日 1,407 － 0.0676 － 

平成21年10月末日 1,488 － 0.0709 － 

平成21年11月末日 1,764 － 0.0665 － 

平成21年12月末日 1,896 － 0.0653 － 

平成22年1月末日 1,879 － 0.0657 － 

平成22年2月末日 1,917 － 0.0648 － 

第14期 計算期間 

（平成22年3月15日現在） 
1,974 1,974 0.0648 0.0648 

平成22年3月末日 2,027 － 0.0664 － 

平成22年4月末日 2,104 － 0.0629 － 

（注）平成14年7月15日付で、受益権1口を1万口に分割いたしました。 
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②【分配の推移】 

 1口当たりの分配金（円） 

第5期 計算期間（平成13年3月15日） 0 

第6期 計算期間（平成14年3月15日） 0 

第7期 計算期間（平成15年3月17日） 0.0000 

第8期 計算期間（平成16年3月15日） 0.0000 

第9期 計算期間（平成17年3月15日） 0.0000 

第10期 計算期間（平成18年3月15日） 0.0000 

第11期 計算期間（平成19年3月15日） 0.0000 

第12期 計算期間（平成20年3月17日） 0.0000 

第13期 計算期間（平成21年3月16日） 0.0000 

第14期 計算期間（平成22年3月15日） 0.0000 

（注）平成14年7月15日付で、受益権1口を1万口に分割いたしました。 

 

③【収益率の推移】 

 収益率（％） 

第5期 計算期間（平成12年3月16日 ～ 平成13年3月15日） △35.45 

第6期 計算期間（平成13年3月16日 ～ 平成14年3月15日） △5.45 

第7期 計算期間（平成14年3月16日 ～ 平成15年3月17日） △27.34 

第8期 計算期間（平成15年3月18日 ～ 平成16年3月15日） 0.00 

第9期 計算期間（平成16年3月16日 ～ 平成17年3月15日） △10.76 

第10期 計算期間（平成17年3月16日 ～ 平成18年3月15日） 4.17 

第11期 計算期間（平成18年3月16日 ～ 平成19年3月15日） △17.75 

第12期 計算期間（平成19年3月16日 ～ 平成20年3月17日） △26.24 

第13期 計算期間（平成20年3月18日 ～ 平成21年3月16日） 3.16 

第14期 計算期間（平成21年3月17日 ～ 平成22年3月15日） △9.87 

（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準

価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除

して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。） 

 

 

 



－  － 
 

 

15

 

 

 

６【手続等の概要】 
 

（１）申込（販売）手続等 

①当ファンドの受益権の取得申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ取得の申込を行うもの

とします。取得申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。 

申込の受付は、販売会社がそれぞれ定める締切時間までとし、当該締切時間を過ぎた場合は翌営業

日の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある

ときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合

わせください。 

 

②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手

数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース

等が異なる場合がありますのでご注意下さい。自動継続投資コースを選択された場合には、販売会

社との間で「自動継続投資契約※」を締結していただきます。 

※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。 

 

③受益権のお買付価額（発行価格）は、取得申込日の受付時間により次の通りとなります。お買付価

額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。 

ａ．販売会社がそれぞれ定める締切時間以前に受付けた場合は、取得申込日の基準価額とします。 

ｂ．販売会社がそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合は、取得申込日の翌営業日の基準価

額とします。 

 

④当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設

された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社（委託会社の指定す

る口座管理機関を含みます。）は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

 

⑤投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のお買付の申込に制限を設ける場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

 

⑥当ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、下記に該当する場合は、

販売会社は、取得申込の受付を中止することができます。 

ａ．当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行われないときもしくは停止された

とき。 

ｂ．当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が

当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生した

ことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその

取引が成立しないとき。 

 

⑦金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中

止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことがあります。 

 

（２）換金（解約）手続等 

①受益者は、販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

一部解約の実行の請求の受付は、販売会社がそれぞれ定める締切時間までとし、当該締切時間を過

ぎた場合は、翌営業日の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむ

を得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは

販売会社にお問い合わせください。 

 

②委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。 

 

③一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者

の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る
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受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口

座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

④一部解約の価額（解約価額）は、受付時間により次の通りとなります。 

ａ．販売会社がそれぞれ定める締切時間以前に受付けた場合は、解約請求日の基準価額とします。 

ｂ．販売会社がそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合は、解約請求日の翌営業日の基準価

額とします。 

 

⑤投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限があります。詳しくは販売会

社にお問い合わせください。 

 

⑥当ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、下記に該当する場合は、

販売会社は、解約請求の受付を中止することができます。 

ａ．当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行われないときもしくは停止された

とき。 

ｂ．当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が

当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生した

ことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその

取引が成立しないとき。 

 

⑦金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請

求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがありま

す。 

 

⑧一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益者に支払い

ます。 

 

⑨解約価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。 

 

⑩販売会社により、買取請求の取扱いを行う場合がありますが、詳しくは販売会社にお問い合わせく

ださい。 

 

 

７【管理及び運営の概要】 

 

（１）資産の評価 

基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 

①わが国の短期公社債 

原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。金融商品取引所に上場されて

いないものについては価額情報会社の提供する価額等で評価しております。 

②有価証券先物取引等の権利 

原則として当該金融商品取引所の発表する計算日の清算値段（清算価格）または証拠金算定基準値

段で評価しております。 

基準価額（1万口当たり）は毎営業日算出され、委託会社または販売会社にお問い合せいただければ、

お知らせいたします。また、基準価額（1万口当たり）は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載さ

れます。 

 

（２）信託期間 

当ファンドの信託期間は平成28年3月15日までですが、後述の「（５）信託の終了」の規定により信託

を終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認

められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。 

 

（３）計算期間 

当ファンドの計算期間は毎年3月16日から翌年3月15日までとします。各計算期間終了日に該当する日
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（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の

営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

 

（４）運用報告書 

計算期間終了毎に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。 

 

（５）信託の終了 

①ファンドの繰上償還 

ａ．委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が5億口を下回ること

となった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、こ

の投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

ｂ．委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投

資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あ

らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

ｃ．委託会社は、ａ、ｂの事項において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告(日本経済新聞に

掲載します。以下同じ。）し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書

面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

ｄ．ｃの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

ｅ．ｄの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える

ときは、ａ、ｂの投資信託契約の解約をしません。 

ｆ．委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

ｇ．ｄからｆまでの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場

合であって、ｄの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な

場合には適用しません。 

 

②委託会社は、次のいずれかの場合には投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 

ａ．監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたとき。 

ｂ．委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

（監督官庁が委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じ、その投資信託約

款の変更が有効に成立した場合を除きます。)。 

ｃ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合で、委託会社が新受託会社を選任でき

ないとき。 

 

（６）投資信託約款の変更 

① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託会社は、①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす

る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知ら

れたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面

を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ ②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ ③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、①の投資信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前述の規定

にしたがいます。 
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第２【財務ハイライト情報】 
 

本項の記載事項は、「第三部ファンドの詳細情報 第４ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸

表」（当該「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、監査報告書は、

当該「財務諸表」に添付しております。）から抜粋して記載したものです。 

 

１【貸借対照表】 

（単位 : 円）

    
第13期 

（平成21年3月16日現在） 
第14期 

（平成22年3月15日現在） 

資産の部   

 流動資産   

  コール・ローン 1,334,779,488 940,121,464

  国債証券 899,303,400 1,299,795,697

  派生商品評価勘定 － 27,306,500

  未収利息 － 1,287

  前払金 4,000,000 －

  差入委託証拠金 66,000,000 12,440,000

  流動資産合計 2,304,082,888 2,279,664,948

 資産合計 2,304,082,888 2,279,664,948

負債の部   

 流動負債   

  派生商品評価勘定 16,052,500 61,050

  未払金 899,303,400 299,888,400

  未払解約金 72,500 609,499

  未払受託者報酬 307,976 357,496

  未払委託者報酬 3,773,068 4,379,365

  その他未払費用 51,660 51,660

  流動負債合計 919,561,104 305,347,470

 負債合計 919,561,104 305,347,470

純資産の部   

 元本等   

  元本 19,268,449,817 30,464,567,122

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） △17,883,928,033 △28,490,249,644

   （分配準備積立金） 4,458,844 3,691,448

  元本等合計 1,384,521,784 1,974,317,478

 純資産合計 1,384,521,784 1,974,317,478

負債純資産合計 2,304,082,888 2,279,664,948
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２【損益及び剰余金計算書】 
（単位 : 円）

  
第13期 

（自 平成20年3月18日 
  至 平成21年3月16日）

第14期 
（自 平成21年3月17日 

  至 平成22年3月15日）

営業収益   

 受取利息 9,522,906 1,980,329

 有価証券売買等損益 232 158

 派生商品取引等損益 408,648,000 △146,087,350

 営業収益合計 418,171,138 △144,106,863

営業費用   

 受託者報酬 817,370 657,258

 委託者報酬 10,013,622 8,052,072

 その他費用 104,468 104,468

 営業費用合計 10,935,460 8,813,798

営業利益 407,235,678 △152,920,661

経常利益 407,235,678 △152,920,661

当期純利益 407,235,678 △152,920,661

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 386,972,011 △6,046,875

期首剰余金又は期首欠損金（△） △34,588,918,775 △17,883,928,033

剰余金増加額又は欠損金減少額 21,317,722,826 4,016,988,304

 
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は
欠損金減少額 

21,317,722,826 4,016,988,304

剰余金減少額又は欠損金増加額 4,632,995,751 14,476,436,129

 
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は
欠損金増加額 

4,632,995,751 14,476,436,129

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △17,883,928,033 △28,490,249,644
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注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別 

項  目 

第13期 

（自 平成20年3月18日 

  至 平成21年3月16日） 

第14期 

（自 平成21年3月17日 

  至 平成22年3月15日） 

1 運用資産の評価基準 

及び評価方法 

 

（1）国債証券 

原則として時価で評価しておりま

す。 

時価評価にあたっては、原則として、

市場価額のあるものについてはその

終値（終値のないものについてはそれ

に準ずる価額）、金融商品取引所に上

場されていないものについては、以下

のいずれかから入手した価額で評価

しております。 

①日本証券業協会発表の売買参考統

計値（平均値）値段 

②金融商品取引業者、銀行等の提示す

る価額（ただし、売気配相場は使用

しない） 

③価額情報会社の提供する価額 

なお、買付にかかる約定日から1年以

内で償還を迎える公社債等（償還日の

前年応答日が到来したものを含む。）

で価格変動性が限定的であり、償却原

価法による評価方法が合理的かつ受

益者の利害を害しないと投資信託委

託会社が判断した場合には、当該方式

によって評価しております。 

（1）国債証券 

同左 

 

 （2）先物取引 

個別法に基づき､原則として時価で

評価しております。 

時価評価にあたっては、原則として、

当該取引所の発表する計算日の清算

値段（清算価格）又は証拠金算定基準

値段としております。 

（2）先物取引 

同左 

 

 

 

 

 

2 費用・収益の計上基準

 

有価証券売買等損益、派生商品取引等

損益 

約定日基準で計上しております。 

有価証券売買等損益、派生商品取引等

損益 

同左 

3 その他 当ファンドの前計算期間の期末が休

日のため、当計算期間は、平成20年3

月18日からとなっており、また、当計

算期間の期末が休日のため、平成21年

3月16日までとなっております。 

当ファンドの前計算期間の期末が休

日のため、当計算期間は、平成21年3

月17日から平成22年3月15日までとな

っております。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 
 

当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、こ

の信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該

指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを

得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

 

①名義書換についての手続、取扱場所等 

該当事項はありません。 

 

②受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

 

③内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるも

のとします。 

ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

ｂ．上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また

は記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に

は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま

す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録

が行われるよう通知するものとします。 

ｃ．委託会社は、上記ａに規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断した

ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

ｄ．受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対

抗することができません。 

 

④受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

 

⑤償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前

において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された

受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については

原則として取得申込者とします。）に支払います。 

 

⑥質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ

か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 
 

下記詳細情報については有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報」に記載されております。 

 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1)資産の評価 

(2)保管 

(3)信託期間 

(4)計算期間 

(5)その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

(1)貸借対照表 

(2)損益及び剰余金計算書 

(3)注記表 

(4)附属明細表 

２ ファンドの現況 

純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績 

 



 
 

運用の基本方針 
 
 
 
約款第 20 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のとおりとします。 
 
１. 基本方針 

この投資信託は、有価証券を組入れつつ、債券先物取引を積極的に活用し、わが国の長期債市場全体の値動
きの 5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行ないます。 

 
２. 運用方法 

(1) 投資対象 
わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 
有価証券先物取引等を行なうことができます。 

(2) 投資態度 
主としてわが国の短期公社債に投資するとともに、わが国の国債証券先物取引（長期国債標準物）の売建額

が、原則として信託財産の純資産総額の 5倍程度になるように調整を行ないます。 
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 7号および第 8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）
の行使により取得したものに限ります。 

なお、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場において行なわれるわが国の有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかる
オプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。 

(3) 投資制限 
1. 株式への投資は、信託財産の純資産総額の 30％以下とします。 
2. 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 
3. 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下
とします。 

4. 有価証券先物取引等は、約款の範囲で行ないます。 
 
３. 収益分配方針 

(1) 分配対象額 
利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額から諸経費を控除した額とします。 

(2) 分配対象額についての分配方針 
分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向・残存信託期間等を勘案して決定します。 

(3) 留保益の運用方針 
収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については運用の基本方針にしたがって運用を行ないます。 

追加型証券投資信託  日本債券ベア 

約  款 



 
追加型証券投資信託〔日本債券ベア〕約款 

 
（信託の種類、委託者および受託者） 
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀

行株式会社を受託者とします。 
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62

号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 
（信託事務の委託） 
第 1条の 2 受託者は、信託法第 26 条第 1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、
これを委託することができます。 

（信託の目的および金額） 
第 2 条 委託者は、金 1億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 
（信託金の限度額） 
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、500 億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 28 年 3月 15 日までとします。 
（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 
第 4条の 2 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当

し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行われます。 
（当初の受益者） 
第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6条に

より分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 
（受益権の分割および再分割） 
第 6 条 委託者は、第 2条の規定による受益権については 1万口に、追加信託によって生じた受益権については、こ

れを追加信託のつど第 7条第 1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額と

します。 
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがっ

て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
第 9 条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受

けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した
一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替
機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合
または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や
むを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者
がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更
の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものと
します。 

③ 委託者は、第 6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または
記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行ないます。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるもの
とし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部
解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるも
のを含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認し
た後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載
または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載
または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿
に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社（委託者の指定する金融商品取引法第
28 条第 1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（委託
者の指定する金融商品取引法第 2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）ならびに保護預
り会社または第 42 条の 2 に規定する委託者の指定する口座管理機関に当該申請の手続きを委任することがで
きます。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機

関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 



（受益権の申込単位および価額） 
第 11 条 委託者は、第 6条第 1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者が定める単位を

もって取得の申込に応じることができます。なお、この場合において、第 42 条第 7 項に規定する収益分配金
の再投資にかかる受益権の取得申込を申し出た取得申込者に対しては、1口単位をもって取得の申込に応じる
ことができるものとします。 

② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 6条第 1項の規定により分割される受益権を、その取
得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が委託者の承認を得てそれぞれ定める単位を
もって取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社および登録金融
機関と別に定める自動継続投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1
口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。 

③ 第 1項および第 2項の取得申込者は委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に、取得申
込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者
（第 42 条の 2 の委託者が指定する口座管理機関を含みます。）または委託者の指定する証券会社および登録金
融機関は、当該取得申込の代金（第 4 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）
の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができま
す。 

④ 第 1項および第 2項の場合の受益権の価額は、次に定める日の基準価額に、手数料および当該手数料にかか
る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。 
1. 委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関が取得申込をそれぞれ別に定める締切時間
以前に受け付けた場合 … 取得申込日 

2. 委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関が取得申込をそれぞれ別に定める締切時間
を過ぎて受け付けた場合 … 取得申込日の翌営業日 

⑤ 前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ別に定めるも
のとします。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、この信託が行なう債券先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次
の各号に該当する場合は、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、取得申込の受付を
中止することができます。 
1. 当該先物取引にかかる証券取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融
商品取引法第 2条第 8項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市
場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）の当日の午後立会（半休日については、午前
立会とします。以下本項において同じ。）が行なわれないときもしくは停止されたとき。 

2. 当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該証券取引
所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物
取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。 

⑦ 第 4項および第 5項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権
の売却価額は、第 35 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

第 12 条 ＜削除＞ 
（受益権の譲渡に係る記載または記録） 
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お

よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。
ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の
振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける
ことができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に

対抗することができません。 
第 15 条 ＜削除＞ 
第 16 条 ＜削除＞ 
第 17 条 ＜削除＞ 
第 18 条 ＜削除＞ 
（運用の指図範囲） 
第 19 条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2項の規定により有価証券とみなさ

れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価
証券（短期社債等を除きます。）に投資することを指図しません。 
1. 転換社債の転換または新株予約権の行使により取得した株券ならびに新株引受権証書および新株予約権
証券 

2. 国債証券 
3. 地方債証券 
4. 特別の法律により法人の発行する債券 
5. 社債券〔新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債
券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。〕 

6. コマーシャル・ペーパー 
7. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第 2号から第 6号までの証券の性質を有するもの 
8. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券



に表示されるべきもの 
なお、第 1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2号から第 5号までの証券お

よび第 7号の証券のうち第 2号から第 5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。 
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2条第 2 項の

規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。）により運用す
ることを指図することができます。 
1. 預金 
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 
3. コール・ローン 
4. 手形割引市場において売買される手形 
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第 1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上
必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えることとなる投
資の指図をしません。 

（運用の基本方針） 
第 20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。 
（投資する株式等の範囲） 
第 21 条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発

行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 
第 22 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分

の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 
（先物取引等の運用指図） 
第 23 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げ

るものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8項第 3 号ハに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うもの
とします（以下同じ。）。 

② 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけ
るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。 

第 24 条 ＜削除＞ 
（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第 25 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3

号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 7号および
第 8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超
えることとなる投資の指図をしません。 

（信託業務の委託等） 
第 26 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委

託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条
において同じ。）を含みます。）を委託先として選定します。 
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること 
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が

整備されていること 
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合しているこ
とを確認するものとします。 

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者およ
び委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
1. 信託財産の保存に係る業務 
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業

務 
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

第 27 条 ＜削除＞ 
（混蔵寄託） 
第 28 条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第2条第9項に規定する者をいいます。本条においては、

外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。）から、売買代金および償還金等につ
いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当
該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者
の名義で混蔵寄託することができるものとします。 

第 29 条 ＜削除＞ 
（信託財産の登記等および記載等の留保等） 
第 30 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。

ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登



記または登録をするものとします。 
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属

する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに
する方法により分別して管理することがあります。 

（有価証券売却等の指図） 
第 31 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 
（再投資の指図） 
第 32 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかか

る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
（損益の帰属） 
第 33 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 
（受託者による資金の立替え） 
第 34 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が

あるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株
式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
の金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

② 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めま
す。 

（信託の計算期間） 
第 35 条 この信託の計算期間は、毎年 3月 16 日から翌年 3月 15 日までとします。ただし、初年度の計算期間は平成

8年 5 月 16 日から平成 9年 3月 15 日までとします。 
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休

業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。 

（信託財産に関する報告） 
第 36 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する計算書および報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する総計算書および報告書を作成して、これ

を委託者に提出します。 
（信託事務の諸費用） 
第 37 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経

費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 
② 信託財産の財務諸表にかかる監査報酬は、第 35 条に規定する計算期間を通じて毎日 274 円（消費税等を除

きます。）とし、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等と
ともに信託財産中から支弁します。 

（信託報酬等の額） 
第 38 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 35 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総

額に年 10,000 分の 53 の率を乗じて得た額とします。 
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

ら支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 
③ 第 1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

（収益の分配方式） 
第 39 条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子およびこれらに類する収益（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬およ
び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配します。ただし、
次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当
該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもっ
て補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金
として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 
第 40 条 ＜削除＞ 
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 
第 41 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の

純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第 42 条第 2項に規定する支払開始日
までに、一部解約金については第 42 条第 3 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口
座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込
んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 
第 42 条 収益分配金は、毎計算期間終了後 1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機
関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な
お、平成19年 1月 4日以降においても、第43条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、
なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 

② 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または委託者



の指定する証券会社および登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委
託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうも
のとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ
ます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1ヵ月以内の委託者の指定
する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 

③ 一部解約金は、第 45 条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から当
該受益者に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録
金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収
益分配金、償還金および一部解約金についての支払いは、委託者において行います。 

⑤ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の
価額等に応じて計算されるものとします。 

⑥ 第 1項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者
が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金
が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社およ
び登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行ないます。当該売付
により増加した受益権は、第 9条第 3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

⑦ 委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全
部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を
しないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配
金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者毎に当該収益分配金の再投資にかかる受
益権の取得の申込に応じたものとします。当該受益権の取得の申込に応じたことにより増加した受益権は、第
9条第 3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

⑧ 前 2 項より、信託の一部解約が第 45 条第 2 項により行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金
があるときは、第 1項の規定に準じて受益者に支払います。 

（委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関） 
第 42 条の 2 委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載

または登録等に関する業務を委任することができます。 
（収益分配金および償還金の時効） 
第 43 条 受益者が、収益分配金について前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、

ならびに信託終了による償還金については、前条第 2 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求
しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

（受益権の買取り） 
第 44 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者の請求があるときは、委託者の指定する証券会社

および登録金融機関が委託者の承認を得てそれぞれ定める単位（別に定める契約にかかる受益権については 1
口の整数倍）をもってその受益権を買取ります。 

② 受益権の買取価額は、次に定める日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指定す
る証券会社および登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。 
1. 委託者の指定する証券会社および登録金融機関が受益者の請求をそれぞれ別に定める締切時間以前に受
け付けた場合 … 当該請求日 

2. 委託者の指定する証券会社および登録金融機関が受益者の請求をそれぞれ別に定める締切時間を過ぎて
受け付けた場合 … 当該請求日の翌営業日 

③ 前各項の規定にかかわらず、この信託が行なう債券先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次
の各号に該当する場合は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、委託者との協議に基づいて受益
権の買取りの受付を中止することができます。 
1. 当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会（半休日については、午前立会とします。以下本項に
おいて同じ。）が行なわれないときもしくは停止されたとき。 

2. 当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該証券取引
所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物
取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。 

④ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託者との協議に基づいて第 1項による受益権の買取りを中止することができます。 

⑤ 前 2項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求
を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受け付けたものとして第 2 項の規定に準じて計算さ
れた価額とします。 

（信託契約の一部解約および残存受益権口数の減少による全部解約） 
第 45 条 受益者（前条の委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。）は、自己に帰属する受益権に

つき、委託者に委託者が定める単位もしくは委託者の指定する証券会社および登録金融機関が委託者の承認を
得てそれぞれ定める単位［委託者の自らの募集にかかる受益権（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしく
は一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしない
ことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受け付けた受益権を除きます。）ならびに
別に定める契約にかかる受益権については 1口の整数倍］をもって一部解約の実行を請求することができます。 

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、
前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少
の記載または記録が行なわれます。 

③ 前項の一部解約の価額は、次に定める日の基準価額とします。 
1. 委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関が受益者の請求をそれぞれ別に定める締切
時間以前に受け付けた場合 … 当該請求日 



2. 委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関が受益者の請求をそれぞれ別に定める締切
時間を過ぎて受け付けた場合 … 当該請求日の翌営業日 

④ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者または委託者の指定する証
券会社および登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、この信託が行なう債券先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次
の各号に該当する場合は、委託者は、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。 
1. 当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会（半休日については、午前立会とします。以下本項に
おいて同じ。）が行なわれないときもしくは停止されたとき。 

2. 当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該証券取引
所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物
取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。 

⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1項による一部解約の
実行の請求の受け付けを中止することができます。 

⑦ 前 2項により、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に
行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受け付けたものとして第 3項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が5億口を下回ることとなった場合には、
受託者と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。 

⑨ 委託者は、前項の規定により、信託契約を終了させようとする場合には、あらかじめ、これを公告し、かつ、
その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に
係るすべての受益者に対し書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

⑩ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は、一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

⑪ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第
8項の信託契約の解約をしません。 

⑫ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 
第 45 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一

部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（信託契約の解約） 
第 46 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、ま

たはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面
をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に
対し書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は、一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第
1項の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥ 第 3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第 3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第 47 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約

し信託を終了させます。 
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 51 条の規定にしたがい

ます。 
（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第 48 条 委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継

ぐことを命じたときは、この信託は、第 51 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 
第 49 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡する

ことがあります。 
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事

業を承継させることがあります。 
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 
第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、そ

の他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。
受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 51 条の規定にしたがい、新受
託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 



（信託約款の変更） 
第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意

のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およ
びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交
付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を
付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第
1項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取請求権） 
第 51 条の 2 第 45 条第 8項、第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合に

おいて、第 45 条第 10 項、第 46 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受
益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者および委託者の指定する証券会社または登録金融機関
の協議により決定するものとします。 

（信託期間の延長） 
第 52 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、

信託期間を延長することができます。 
（公告） 
第 53 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 
（信託約款に関する疑義の取扱い） 
第 54 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 
（付則） 
第 1 条 変更後の第 11 条第 3項の規定は、平成 9 年 3月 27 日以降の取得申込受付分より適用します。 

② 変更後の第 38 条第 3 項、第 39 条第 1 項および第 40 条第 1 項の規定は、平成 9 年 4 月 1 日以降計上される
信託報酬より適用します。 

第 2 条 第 42 条第 5項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の
信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収
益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」
とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、
収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 31 日以前の取得申込にかかる受益権の信託時
の受益権の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日の平均信託金（信託金総額を総口数で除して得た額）
とします。 

② 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条（受益証券の種類）から第 18 条（受益証券
の再交付の費用）、第 42 条の 2の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむ
を得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 

 
 
 

上記各条によりこの信託契約を締結します。 
 
 
 

信託契約締結日 平成 8年 5月 16 日 
 
 
 

委託者 第一投信株式会社 
（現 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社） 

 
 
 

受託者 三菱信託銀行株式会社 
（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 

 



 
ファンドに関する用語 

用  語 解  説 

委託者 
・ 

受託者 
・ 

受益者 

委託者は投信会社のことであり、主な業務は、ファンドを設定し、その投資信

託財産の運用指図・目論見書や運用報告書の作成、基準価額の計算を行います。

受託者は受託会社（受託銀行）のことであり、主な業務は、投資信託財産の保

管・管理を行います。投資信託財産は受託会社自身の固有財産と分別して管理

されています。 
受益者は受益権を有する投資家のことであり、受益権には収益分配金請求権・

償還金請求権・解約請求権などがあります。 
（本用語集においては、「お客様」と記載いたします。） 

一部解約 ファンドを途中換金する場合、お客様が販売会社を通じて投信会社に対し解約

を請求する方法です。 

運用報告書 
投資信託法に基づく､お客様へファンドの運用内容を報告するための書類です｡

投信会社が作成し､販売会社より､原則､決算期末毎にお客様に交付されます｡ 
該当期間の運用状況､今後の運用方針､運用実績等について記載されています｡ 

EDINET 

Electronic Disclosure Investors' NETwork の略です。お客様は EDINET を利

用して、インターネットを通じて、金融商品取引法で開示が定められているフ

ァンドの有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書等を閲覧できます。 

監査報酬 投資信託財産の財務諸表については、監査が義務づけられています。このファ

ンド監査に必要な費用であり、その費用はファンドから支払われます。 
基準価額 

・ 
解約価額 

基準価額とは純資産総額を受益権総口数で割った｢1 口当たりの純資産額｣で

す｡解約価額とは解約時の税引前の価額で､信託財産留保額の定めがある場合､

基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります｡ 

クローズド 
期間 

効果的で計画的な運用を行うため、一定期間（または償還まで）原則として解

約できない期間を設けているファンドがあります。この解約できない期間をク

ローズド期間といいます。 

個別元本 

お客様が、実際に購入したときの元本のことであり、お客様によってその額は

異なります。同一のファンドを複数回購入した場合には、取得の都度、元本の

変更（加重平均による再計算）をします。ただし、同一ファンドであっても、

複数の販売会社で購入し取得価額の通算が実務的に困難な場合には、各々別個

に個別元本を把握します。 
自動継続投資

コース 
（一般コース） 

分配型投資信託で、税引後の分配金を無手数料で自動的に全額再投資するコー

スです。 
一方、分配金をその都度受け取るコースを一般コースといいます。 

純資産総額 ファンドに組み入れた有価証券の時価等の資産総額から､運用にかかる未払費

用等の負債総額を差し引いたものです｡ 

償還 
・ 

償還乗換え 

ファンドの信託期間が終了し、投資信託財産を清算してお客様に金銭を返還す

ることです。この償還された金銭（償還金）で、他のファンドを購入すること

を償還乗換えといいます。償還乗換えを利用すると、販売手数料が優遇される

場合があります。 

信託財産留保額 信託期間の途中で解約をする場合等に､基準価額から控除され投資信託財産中

に留保される一定の金額のことです｡ 

信託期間 
ファンドが設定されてから償還されるまでの期間のことです。その期限に達す

るとファンドの運用が終了し、お客様が保有する口数に応じて投資信託財産が

配分されます。 



 
用  語 解  説 

信託報酬 

ファンドの運用・管理業務の対価として、お客様が投資信託財産から間接的

に支払う経費のことです。 
1.投信会社のファンド運用に対する報酬 

2.受託会社のファンド管理・保管に対する報酬 

3.販売会社の収益分配金や償還金の支払等の代行業務に対する報酬 
などが、含まれます。 
信託報酬の配分比率はファンドの商品性格や、運用の難易度などにより異な

り、配分比率は目論見書や運用報告書の費用の項目に記載されることになっ

ています。また、ファンドによっては実績報酬制を採用しているものもあり

ます。実績報酬制とは、運用成果に応じて基本報酬に実績報酬を増減する制

度です。 
追加型 
・ 

単位型 

追加型投資信託は、ファンド設定後も購入ができるファンドです。 
単位型投資信託は、ファンド設定時に集められた資金をもとに運用を行い、

追加で購入することができないファンドです。 

投資信託 
振替制度 

平成 18 年までの投資信託の制度では、受益者の受益権を表象するものとして

受益証券が発行されていましたが、平成 19 年 1月 4日より実施された投資信

託振替制度では、受益証券は発行されず、受益権の発生や消滅、移転はコン

ピュータシステム上の口座(振替口座簿)の記録により行われます。 

ファミリー 
ファンド方式 

・ 
マザーファンド 
ベビーファンド 

個々のお客様が購入するファンド（ベビーファンド）の資金を、一括して特

定のファンド（マザーファンド）へ投資し、株式や債券などによる実質的な

運用はマザーファンドで行う方式です。 
これによって各ベビーファンドは、その資金の規模にかかわらず同一の運用

を行うことが可能となるなど、運用・管理面での効率化が図れます。 

（収益）分配金 

運用によって得られた収益等から信託報酬等の経費を控除し、投信会社が基

準価額水準や市況などを勘案して決定し、お客様にお支払いするものです。

分配金をお支払いした時は、個別元本と分配金支払い後の基準価額とを比較

して、利益が生じている場合はその額は「普通分配金」（課税扱い）となり、

元本の払戻しに相当する部分は「特別分配金」（非課税）となります。 
申込手数料 投資信託を購入される際にお客様が販売会社に支払う手数料です。 

目論見書、 
投資信託説明書 
（交付または 
請求目論見書） 

金融商品取引法に基づく､ファンドの商品説明のための書類で、商品概要､運

用方針､リスク､費用等､お客様にとって重要な事項が記載されています。投信

会社が作成し、お客様がファンドの購入を申込む際には、販売会社よりあら

かじめ、または同時にお渡しします。「目論見書」は法令上の用語ですが、投

資信託協会が定めるガイドラインにより、「投資信託説明書」の別称を使用す

ることができるものとされています。販売会社より必ず交付しなければなら

ない「投資信託説明書（交付目論見書）」と、お客様から請求があれば交付し

なければならない「投資信託説明書（請求目論見書）」がありますが、上記ガ

イドラインにより、両者を一体として作成、お渡しすることもできるものと

されています。 

有価証券届出書 

投資信託の募集を行う場合、他の有価証券の募集の場合と同様に、金融商品

取引法の定めにより、予め関東財務局長に提出しなければならない書類のこ

とです。原則として、有価証券届出書に記載されていない事項は目論見書に

は記載できません。 

有価証券報告書 
ファンドの決算日（計算期間が半年未満の場合には半年毎）から 3 ヵ月以内

に、金融商品取引法の定めにより、関東財務局長に提出しなければならない

ファンドの決算書のことです。 



 
運用に関する用語 

用  語 解  説 

アキュム 
・ 

アモチ 

債券の取得価額と償還価額の差額を、償還までの残存日数で日割り按分して、

その金額を日々計上していく会計処理方法です。（償却原価法ということもあ

ります） 
投資信託協会のルールでは「償還までの残存期間が 1年未満の債券」及びＭＭ

Ｆにおいては「満期まで保有することを目的」として組み入れた場合には上記

の方法により債券価格を評価できます。 

（アキュムはアキュムレーション、アモチはアモチゼーションの略称です。） 

アクティブ運用 
・ 

パッシブ運用 

市場リターン(日経 225 や TOPIX などの騰落率)を上回ることを目的として、行

う運用です。 
これに対して、インデックスファンドのように運用成果が市場リターンと連動

することを目的とした運用を、パッシブ運用といいます。 

アセット・ 
アロケーション 

資産（アセット）の配分割合（アロケーション）を決定することです。お客様

の投資資金を株式や債券などの資産にどのように配分するかを決定すること

で、最適な資産配分によりポートフォリオのリスク低減を図ります。 

格付 格付は、債券などの元金・金利の支払についての確実性（安全性）の度合いを

民間の格付機関が発行体の経営内容や財務内容をもとに評価したものです。 

デュレーション 

金利の変化に対する債券価格の感応度をあらわす数値です。この数値が大きい

ほど金利変動に対する債券価格の変動率は大きくなります。 
債券運用においては将来の金利変動を予測し、その予測に基づいてデュレーシ

ョンを調整することがあります。 

ヘッジ 

ある資産の価格変動リスクを派生商品などを活用して低減させる投資方法で

す。例えば、現物取引（買いポジション）に対して先物取引などで反対のポジ

ション（売りポジション）を組むことで将来の価格下落を低減させることがで

きます。 

ベンチマーク 
・ 

トラッキング 
・エラー 

運用の目標となる市場指標のことです。例えば国内株式投信の場合は、TOPIX

や日経 225 などがベンチマークとなります。 
ファンドの運用成績は様々な要因でベンチマークと乖離しますが、この乖離の

度合いをトラッキングエラーと呼び、インデックスファンドの場合はトラッキ

ングエラーが小さいほど、当初の運用目的に適ったファンドであるといえます。

ポートフォリオ 
ファンドに組入れている有価証券全体を指します。 
もともとは「紙バサミ」のことですが、有価証券を紙バサミで保管していたこ

とからきています。 

マクロ 
・ 

セミマクロ 

マクロとは本来ある一つのシステム全体を分析・把握し、説明することを指し、

マクロ経済とはある国の一定期間における経済全体の行動を分析することで

す。それに対してミクロは、ある一つのシステムを構成する最少単位である特

定の部門を分析・把握し、説明することを指し、ミクロ経済とは家計や企業の

個々の行動を分析することです。 
またセミマクロとはそれぞれの中間に位置し、経済を個々の産業レベルから分

析・把握し説明することです。 

ユニバース 
ユニバースは英語の universe = 宇宙の意味ですが、ファンドが投資対象とす

る銘柄群全体をユニバースと呼んでいます。実際に投資する銘柄は、ユニバー

スの中から選定します。 
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１．本文書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書のうち、同

法第15条第3項の規定に基づき投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。 

 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「日本債券ベア」の募集については、委託

者は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成22年6月15日に関東財務局長

に提出しており、平成22年6月16日にその効力が生じております。 

 

３．「日本債券ベア」は、課税上は株式投資信託として取扱われます。 

 

 

 

発 行 者 名： Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名： 代表取締役社長  荒尾  耿介 

本店の所在の場所： 東京都港区海岸一丁目2番3号 

 

届出の対象とした募集 

提出日：平成22年6月15日 

 

募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 ：日本債券ベア 

募集内国投資信託受益証券の金額 ：継続募集額 500億円を上限とします。 

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 ：該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 投資リスク 

「日本債券ベア」は、公社債など値動きのある有価証券に投資し、さらに、国債証券先物取引を

積極的に活用しますので基準価額は大きく変動します。したがいまして、投資元本が保証されて

いるものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じ

た利益および損失は、全て投資家に帰属します。 
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第三部【ファンドの詳細情報】 
 

第１【ファンドの沿革】 
 

平成8年5月16日     信託契約締結、当ファンドの設定、運用開始 

 

 

第２【手続等】 
 

１【申込（販売）手続等】 
①当ファンドの受益権の取得申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ取得申込を行うものとし

ます。取得申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。 

申込の受付は、販売会社がそれぞれ定める締切時間までとし、当該締切時間を過ぎた場合は翌営業日

の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき

は、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせく

ださい。 

 

②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手数

料で再投資される「自動継続投資コース」があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が

異なる場合がありますのでご注意下さい。自動継続投資コースを選択された場合には、販売会社との

間で「自動継続投資契約※」を締結していただきます。 

※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。 

 

③受益権のお買付価額（発行価格）は、取得申込日の受付時間により次の通りとなります。お買付価額

に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。 

ａ．販売会社がそれぞれ定める締切時間以前に受付けた場合は、取得申込日の基準価額とします。 

ｂ．販売会社がそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合は、取得申込日の翌営業日の基準価額

とします。 

 

④当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ

れた当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社（委託会社の指定する口座

管理機関を含みます。）は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者

に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された

受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項

の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場

合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会

社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 

⑤申込手数料につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。 

 

⑥取得申込者は、申込代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。 

 

⑦投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のお買付の申込に制限を設ける場合があります。詳

しくは販売会社にお問い合わせください。 

 

⑧当ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、下記に該当する場合は、販

売会社は、取得申込の受付を中止することができます。 

ａ．当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行われないときもしくは停止されたと

き。 

ｂ．当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当

該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したこと
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 から、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が

成立しないとき。 

 

⑨金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止

することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことがあります。 

 

２【換金（解約）手続等】 
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

一部解約の実行の請求の受付は、販売会社がそれぞれ定める締切時間までとし、当該締切時間を過ぎ

た場合は、翌営業日の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得

ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会

社にお問い合わせください。 

 

②委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。 

 

③一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益

権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお

いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

④一部解約の価額（解約価額）は、受付時間により次の通りとなります。 

ａ．販売会社がそれぞれ定める締切時間以前に受付けた場合は、解約請求日の基準価額とします。 

ｂ．販売会社がそれぞれ定める締切時間を過ぎて受付けた場合は、解約請求日の翌営業日の基準価額

とします。 

 

⑤受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま

す。 

 

⑥投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限があります。詳しくは販売会社

にお問い合わせください。 

 

⑦当ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、下記に該当する場合は、販

売会社は、解約請求の受付を中止することができます。 

ａ．当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行われないときもしくは停止されたと

き。 

ｂ．当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当

該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したこと

から、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が

成立しないとき。 

 

⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約

の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができ

ます。なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、受益者は当該受付中止以前に行った当

日の一部解約の実行の請求の受付を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求の受

付を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準

価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額としま

す。 

 

⑨一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から受益者に支払

います。 

 

⑩解約価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。 

 

⑪販売会社により、買取請求の取扱いを行う場合がありますが、詳しくは販売会社にお問い合わせくだ

さい。 
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 第３【管理及び運営】 
 

１【資産管理等の概要】 
 

（１）【資産の評価】 

基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 

①わが国の短期公社債 

原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。金融商品取引所に上場されて

いないものについては価額情報会社の提供する価額等で評価しております。 

②有価証券先物取引等の権利 

原則として当該金融商品取引所の発表する計算日の清算値段（清算価格）または証拠金算定基準値

段で評価しております。 

 

基準価額（1万口当たり）は毎営業日算出され、委託会社または販売会社にお問い合せいただければ、

お知らせいたします。また、基準価額（1万口当たり）は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載

されます。基準価額につきましては、下記にお問い合わせください。 

 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

電話番号  03-3434-5544（受付時間は営業日の午前9時～午後5時） 

インターネットホームページ      http://www.tdasset.co.jp/ 

 

（２）【保管】 

該当事項はありません。 

 

（３）【信託期間】 

当ファンドの信託期間は平成28年3月15日までですが、後述の「（５）その他 ①信託の終了」の規定

により信託を終了させる場合があります。 

また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と

協議のうえ、信託期間を延長することがあります。 

 

（４）【計算期間】 

当ファンドの計算期間は毎年3月16日から翌年3月15日までとします。該当日が休業日のとき、各計算

期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの

とします。 

 

（５）【その他】 

①信託の終了 

ａ.ファンドの繰上償還 

(1) 委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が5億口を下回るこ

ととなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、

この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

(2) 委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利で

あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、こ

の投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社

は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(3) 委託会社は、(1)、(2)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、

その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。た

だし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として

公告を行いません。 

(4) (3)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

(5) (4)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、(1)、(2)の投資信託契約の解約をしません。 
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 (6) 委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその

理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。 

ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

(7) (4)から(6)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい

る場合であって、(4)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが

困難な場合には適用しません。 

ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。 

ｃ．委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁がこの投

資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

この信託は、後述の「②投資信託約款の変更ｄ」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会

社と受託会社との間において存続します。 

ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述の「②投資信託約

款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できな

いときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

②投資信託約款の変更 

ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変

更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

ｂ．委託会社は、ａの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に

係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

ｃ．ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

ｄ．ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える

ときは、ａの投資信託約款の変更をしません。 

ｅ．委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前述の

規定にしたがいます。 

 

③関係法人との契約の更改等に関する手続、変更した場合の開示方法 

ａ．委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約書」の有効期間は、

契約締結日以降特定の日から1年間ですが、契約満了日の3ヵ月前までに委託会社および販売会

社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。 

ｂ．ａの契約または投資信託約款を変更した場合には、有価証券報告書等においてその内容を開示

します。 

 

④公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

⑤運用に係る報告等開示方法 

委託会社は「金融商品取引法」の規定に基づき有価証券報告書および半期報告書を提出します。ま

た、「投資信託財産の計算に関する規則」の規定に基づき計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、

かつ知られたる受益者に交付します。 
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 ２【受益者の権利等】 

 
受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、

均等に当ファンドの受益権を保有します。 

 

①収益分配金の請求権 

受益者は、当ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有しま

す。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。

また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため

販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、

販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か

ら5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委

託会社に帰属します。 

上記に関わらず、自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定す

る預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が

委託会社の指定する販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益

分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。また、委託会社が販売会社である場合には、委託

会社は、委託会社の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金をこの信託の受益権の取得申込

金として、各受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込に応じたものとします。

自動継続投資コースをお申込の場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資によ

り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

②償還金の請求権 

受益者は、当ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。 

償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託

終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日

以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口

座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償

還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機

関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支

払いは、販売会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から

10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託

会社に帰属します。 
 

③一部解約（換金）請求権 

受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。権利行使の

方法等については、前述の「第２手続等 ２換金（解約）手続等」をご参照ください。 

 

④反対者の買取請求権 

前述の「１資産管理等の概要（５）その他 ①信託の終了 ａ.ファンドの繰上償還」に規定する投

資信託契約の解約または前述の「１資産管理等の概要（５）その他 ②投資信託約款の変更」に規

定する投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委

託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産

をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 

⑤帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧

または謄写を請求することができます。 
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 第４【ファンドの経理状況】 
 

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託

財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に

基づいて作成しております。 

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第13期

計算期間(平成20年3月18日から平成21年3月16日まで)及び第14期計算期間(平成21年3月17日から平成

22年3月15日まで)について内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に

基づいて作成しております。 

投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第13

期計算期間(平成20年3月18日から平成21年3月16日まで)については改正前の投資信託財産計算規則に

基づいて作成しており、第14期計算期間(平成21年3月17日から平成22年3月15日まで)については内閣

府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

２．当ファンドは、第13期計算期間(平成20年3月18日から平成21年3月16日まで)及び第14期計算期間

(平成21年3月17日から平成22年3月15日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項

の規定に基づき、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 

それらの監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 
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 １【財務諸表】 
 

（１）【貸借対照表】 

（単位 : 円）

    
第13期 

（平成21年3月16日現在） 
第14期 

（平成22年3月15日現在） 

資産の部   

 流動資産   

  コール・ローン 1,334,779,488 940,121,464

  国債証券 899,303,400 1,299,795,697

  派生商品評価勘定 － 27,306,500

  未収利息 － 1,287

  前払金 4,000,000 －

  差入委託証拠金 66,000,000 12,440,000

  流動資産合計 2,304,082,888 2,279,664,948

 資産合計 2,304,082,888 2,279,664,948

負債の部   

 流動負債   

  派生商品評価勘定 16,052,500 61,050

  未払金 899,303,400 299,888,400

  未払解約金 72,500 609,499

  未払受託者報酬 307,976 357,496

  未払委託者報酬 3,773,068 4,379,365

  その他未払費用 51,660 51,660

  流動負債合計 919,561,104 305,347,470

 負債合計 919,561,104 305,347,470

純資産の部   

 元本等   

  元本 19,268,449,817 30,464,567,122

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） △17,883,928,033 △28,490,249,644

   （分配準備積立金） 4,458,844 3,691,448

  元本等合計 1,384,521,784 1,974,317,478

 純資産合計 1,384,521,784 1,974,317,478

負債純資産合計 2,304,082,888 2,279,664,948
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（２）【損益及び剰余金計算書】 

（単位 : 円）

  
第13期 

（自 平成20年3月18日 
  至 平成21年3月16日） 

第14期 
（自 平成21年3月17日 

  至 平成22年3月15日） 

営業収益   

 受取利息 9,522,906 1,980,329

 有価証券売買等損益 232 158

 派生商品取引等損益 408,648,000 △146,087,350

 営業収益合計 418,171,138 △144,106,863

営業費用   

 受託者報酬 817,370 657,258

 委託者報酬 10,013,622 8,052,072

 その他費用 104,468 104,468

 営業費用合計 10,935,460 8,813,798

営業利益 407,235,678 △152,920,661

経常利益 407,235,678 △152,920,661

当期純利益 407,235,678 △152,920,661

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 386,972,011 △6,046,875

期首剰余金又は期首欠損金（△） △34,588,918,775 △17,883,928,033

剰余金増加額又は欠損金減少額 21,317,722,826 4,016,988,304

 
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は
欠損金減少額 

21,317,722,826 4,016,988,304

剰余金減少額又は欠損金増加額 4,632,995,751 14,476,436,129

 
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は
欠損金増加額 

4,632,995,751 14,476,436,129

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △17,883,928,033 △28,490,249,644
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（３）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別 

項  目 

第13期 

（自 平成20年3月18日 

  至 平成21年3月16日） 

第14期 

（自 平成21年3月17日 

  至 平成22年3月15日） 

1 運用資産の評価基準 

及び評価方法 

 

（1）国債証券 

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、原則として、

市場価額のあるものについてはその終

値（終値のないものについてはそれに

準ずる価額）、金融商品取引所に上場

されていないものについては、以下の

いずれかから入手した価額で評価して

おります。 

①日本証券業協会発表の売買参考統計

値（平均値）値段 

②金融商品取引業者、銀行等の提示す

る価額（ただし、売気配相場は使用

しない） 

③価額情報会社の提供する価額 

なお、買付にかかる約定日から1年以

内で償還を迎える公社債等（償還日の

前年応答日が到来したものを含む。）

で価格変動性が限定的であり、償却原

価法による評価方法が合理的かつ受益

者の利害を害しないと投資信託委託会

社が判断した場合には、当該方式に

よって評価しております。 

（1）国債証券 

同左 

 

 （2）先物取引 

個別法に基づき､原則として時価で評

価しております。 

時価評価にあたっては、原則として、

当該取引所の発表する計算日の清算値

段（清算価格）又は証拠金算定基準値

段としております。 

（2）先物取引 

同左 

 

2 費用・収益の計上基準

 

有価証券売買等損益、派生商品取引等

損益 

約定日基準で計上しております。 

有価証券売買等損益、派生商品取引等

損益 

同左 

3 その他 当ファンドの前計算期間の期末が休

日のため、当計算期間は、平成20年3月

18日からとなっており、また、当計算

期間の期末が休日のため、平成21年3月

16日までとなっております。 

当ファンドの前計算期間の期末が

休日のため、当計算期間は、平成21

年3月17日から平成22年3月15日まで

となっております。 
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（貸借対照表に関する注記） 

第13期 

（平成21年3月16日現在） 

第14期 

（平成22年3月15日現在） 

1 計算期間の末日における受益権の総数 1 計算期間の末日における受益権の総数 

19,268,449,817口 30,464,567,122口 

2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に

規定する額 

2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に

規定する額 

元本の欠損 17,883,928,033円 元本の欠損 28,490,249,644円 

3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の

額 

3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の

額 

1口当たり純資産額 

（1万口当たり純資産額 

0.0719円 

719円） 

1口当たり純資産額 

（1万口当たり純資産額 

0.0648円 

648円） 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

期   別 

項   目 

第13期 

（自 平成20年3月18日 

     至 平成21年3月16日） 

第14期 

（自 平成21年3月17日 

    至 平成22年3月15日） 

分配金の計算過程 

 

計算期間末における費用控除後配当

等収益（4,375,494円）、費用控除後有

価証券売買等損益（0円）、収益調整金

（117,635,047円）、及び分配準備積立

金（83,350円）より、分配対象収益は

122,093,891円（1万口当たり63円）とな

りましたが、当期の分配は見送りとさせ

ていただきました。 

計算期間末における費用控除後配当

等収益（0円）、費用控除後有価証券売

買 等 損 益 （ 0 円 ） 、 収 益 調 整 金

（189,527,275円）、及び分配準備積立

金（3,691,448円）より、分配対象収益

は193,218,723円（1万口当たり63円）と

なりましたが、当期の分配は見送りとさ

せていただきました。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第13期 

（自 平成20年3月18日 

    至 平成21年3月16日） 

第14期 

（自 平成21年3月17日 

  至 平成22年3月15日） 

該当事項はありません。 同左 

 

（その他の注記） 

１ 元本の移動 

期  別 

項  目 

第13期 

（自 平成20年3月18日 

  至 平成21年3月16日） 

第14期 

（自 平成21年3月17日 

  至 平成22年3月15日） 

期首元本額 37,178,966,419 円 19,268,449,817 円 

期中追加設定元本額 5,013,116,997 円 15,520,124,334 円 

期中一部解約元本額 22,923,633,599 円 4,324,007,029 円 
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２ 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

第13期（自 平成20年3月18日  至 平成21年3月16日） 

種類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額

国債証券 899,303,400 円 0 円

合計 899,303,400 円 0 円

 

第14期（自 平成21年3月17日  至 平成22年3月15日） 

種類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額

国債証券 1,299,795,697 円 0 円

合計 1,299,795,697 円 0 円

 

３ デリバティブ取引関係 

第13期（自 平成20年3月18日  至 平成21年3月16日） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

1 取引の内容 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、先物関連では債券先物であります。 

2 取引に対する取組方法 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券を組入れつ

つ、債券先物取引を積極的に活用し、わが国の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を

目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

3 取引の利用目的 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、わが国の短期公社債に投資するとともに、わが国

の債券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を図る目

的で利用しております。 

4 取引に係るリスクの内容 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 

5 取引に係るリスクの管理体制 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリス

ク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行

い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。 

6 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

 

Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

債券関連 

（単位：円） 

 
区  分 種  類 契  約  額  等

うち1年超
時  価 評価損益 

 

先物取引 

売  建 

 

債券先物取引 6,929,500,000 － 6,945,500,000 △16,052,500

市場取引 

  

合  計 6,929,500,000 － 6,945,500,000 △16,052,500

（注）時価の算定方法 

債券先物取引の時価については、東京証券取引所における計算期間末日の清算値段又は証拠金算

定基準値段で評価しております。 
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第14期（自 平成21年3月17日  至 平成22年3月15日） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

1 取引の内容 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、先物関連では債券先物であります。 

2 取引に対する取組方法 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券を組入れつつ、

債券先物取引を積極的に活用し、わが国の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目的

としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

3 取引の利用目的 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、わが国の短期公社債に投資するとともに、わが国

の債券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を図る目

的で利用しております。 

4 取引に係るリスクの内容 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 

5 取引に係るリスクの管理体制 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリス

ク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行

い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。 

6 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

 

Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

債券関連 

（単位：円） 

 
区  分 種  類 契  約  額  等

うち1年超
時  価 評価損益 

 

先物取引 

売  建 

 

債券先物取引 9,890,640,000 － 9,863,320,000 27,245,450

市場取引 

  

合  計 9,890,640,000 － 9,863,320,000 27,245,450

（注）時価の算定方法 

債券先物取引の時価については、東京証券取引所における計算期間末日の清算値段又は証拠金算

定基準値段で評価しております。 

 

（４）【附属明細表】 

①有価証券明細表 

ａ．株式 

該当事項はありません。 

 

ｂ．株式以外の有価証券 

（平成22年3月15日現在） 

種類 銘柄 額面総額(円) 評価額(円) 備考

第78回国庫短期証券 300,000,000 299,888,400  
国債証券 

第79回国庫短期証券 1,000,000,000 999,907,297  

合計  1,300,000,000 1,299,795,697  

 

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に記載されております。 
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２【ファンドの現況】 
 

【純資産額計算書】 

平成22年4月30日 

Ⅰ 資産総額 12,862,236,004円 

Ⅱ 負債総額 10,758,686,093円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,103,549,911円 

Ⅳ 発行済数量 33,423,011,727口 

Ⅴ 1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.0629円 

 

 

第５【設定及び解約の実績】 
 

 設定口数 解約口数 

第5期 計算期間（平成12年3月16日 ～ 平成13年3月15日） 41,000 73,500 

第6期 計算期間（平成13年3月16日 ～ 平成14年3月15日） 362,500 61,200 

第7期 計算期間（平成14年3月16日 ～ 平成15年3月17日） 1,464,337,512 1,681,742,253 

第8期 計算期間（平成15年3月18日 ～ 平成16年3月15日） 11,406,593,423 1,397,862,468 

第9期 計算期間（平成16年3月16日 ～ 平成17年3月15日） 28,540,269,564 11,758,142,460 

第10期 計算期間（平成17年3月16日 ～ 平成18年3月15日） 21,167,475,690 7,290,789,523 

第11期 計算期間（平成18年3月16日 ～ 平成19年3月15日） 44,149,162,563 32,538,551,536 

第12期 計算期間（平成19年3月16日 ～ 平成20年3月17日） 22,016,939,224 41,725,723,317 

第13期 計算期間（平成20年3月18日 ～ 平成21年3月16日） 5,013,116,997 22,923,633,599 

第14期 計算期間（平成21年3月17日 ～ 平成22年3月15日） 15,520,124,334 4,324,007,029 

（注）1 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。 

2 平成14年7月15日付で、受益権1口を1万口に分割しております。なお、第7期計算期間中の設定

口数および解約口数につきましては、受益権の分割が期首に行われたものとして計算しており

ます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１０．０６．１６① 
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